
8月
（葉月）AUGUST

事業主掛金を損金算入できるなどの税制上の優遇措置があった
「適格退職年金」の廃止（10年間の経過措置期限）が、来年３月
末に迫っています。現在、中小企業退職金共済や確定拠出年金な
どへの移行が進んでおり、平成13年３月末に917万人いた加入者
は22年12月末現在で157万人に減っています。
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8月の税務と労務

適格退職年金の廃止

国　税／7月分源泉所得税の納付
8月10日

国　税／6月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）8月31日

国　税／12月決算法人の中間申告
8月31日

国　税／9月、12月、3月決算法人
の消費税等の中間申告
（年3回の場合） 8月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告 8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付
都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付
市町村の条例で定める日
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福島第一原発事故を受け、
政府はエネルギー政策を見
直していますが、そんな中、
注目を浴びているのが「地
熱発電」です。

もっとも、地熱発電の開
発は進んでいないのが実態
です。

そこで、資源エネルギー
庁が公表した地熱発電に関
する研究会の報告や日本地
熱開発企業協議会の資料を
もとに、地熱発電について
まとめてみました。

☆地熱発電とは
地熱発電は、地下深い所

（通常地下１〜３km）にあ
る高温のマグマから供給さ
れる膨大なエネルギーによ
り高温・高圧となった熱
水・蒸気を利用して発電す
る方法です。

火山列島である日本に豊
富に存在しているクリーン
な自然エネルギーのため、
太陽光、風力、水力などと
並んで二酸化炭素の抑制・
地球温暖化防止の切り札と
されています（図表１）。

☆地熱発電の特徴
地熱発電については、①

二酸化炭素をほとんど排出
せず、②海外からの輸入に
頼らない純国産エネルギー
であり、③自然エネルギー
の中では安定的な電源で、
④他の再生可能エネルギー
（太陽光、風力など）と比較
して稼働率が高い、といっ
た特徴があげられています。

地熱発電の開発可能地点
は、日本全国に広く分布し
ています。特に年間日照時
間が短く太陽光発電の普及
が難しい北陸や東北、北海
道の日本海側の潜在能力が
大きいと言われています。

☆地熱発電の問題点
ただし、長期エネルギー

需給見通しによると、2005
年度を基準として、太陽光
発電は2020年度に 10倍、
2030年度に40倍と大幅に、
また、風力発電は2020年度
に５倍、2030年度に６倍と、
ともに増加する見通しであ
るのに対し、地熱発電につ
いては現状維持とされてい
ます（図表２）。
そして、以下のような課

題を抱えていることから、
地熱発電所の新規立地は進
んでいないのが現状です。
①　経済性・開発リスク

地下深部の調査を要す
ることから、ボーリング
調査など開発に要する期
間が長くなります。また、
調査・開発段階で多数の
坑井掘削が必要であると
ともに、運転開始後も補
充井の掘削等が必要にな
ります。これらのことか
ら、開発コストが高くな
ってしまいます。

② 地元温泉業者との調整
ほとんどの有望地熱開

発地域が温泉地域の近く
に存在することから、温
泉が枯渇するとして温泉
への影響を懸念する温泉
事業者との調整により、
開発が停滞しているよう
です。

③　自然公園法等の規制
多くの有望地熱開発地

域が自然公園地域内にあ
ることから、自然公園法
への対応など、法規制を
クリアしなければなりま
せん。
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法律の適用関係を一定の
数字で区分する場合、「以
上」、「以下」、「未満」、「超
える」等の用語が使われて
います。ここでは、よく使
われる類似用語の意味の違
いをまとめてみました。

【以上、以下、未満、超える】
「以上」、「以下」は、一定

の基準点をも（以）って、
上がるまたは下がる場合に
使われます。一方、「未満」、
「超える」は、一定の基準点
を含まずにその数字に足り
ないまたは多い場合に使わ
れます。

このため、同じ数字に対
して、これらの用語は使い
ません。たとえば、５万円
以下と５万円以上とした場
合、５万円はどちらにも含
まれてしまいます。また、
５万円未満と５万円超とし
た場合、５万円はどちらに
も含まれなくなってしまい
ますので、区別できません。

この場合は、５万円以下
と５万円超、５万円未満と
５万円以上というセットの
使い方をします。

【以前、以後、前、後】
「以前」と「以後」は、前

記の「以上」、「以下」と同
様に、その起算点が含まれ
ます。税法などで４月１日
以後適用とあれば、４月１
日が含まれることになりま
す。一方、「前」、「後」は起
算点を含めないので、４月
１日後適用とあれば４月２
日からの適用となります。

【科する、課する】
「科する」は、法律違反に

対する罰などを規定する場

合に、「課する」は、国等が、
国民等に対して租税を賦
課・徴収する場合に用いら
れます。

たとえば、所得税法の罰
則では、「…10年以下の懲役
若しくは1,000万円以下の罰
金に処し、これを併科する」
とある一方、国税通則法の
過少申告加算税においては、
「…過少申告加算税を課す
る」と使い分けています。

【居所、住所】
民法では、「住所」を生活

の本拠とし、住所が知れな
い場合には、「居所」を住所
とみなすとしています。
所得税法の納税地の特例

では、「国内に住所のほか居
所を有する納税義務者は…
その住所地に代え、その居
所地を納税地とすることが
できる」と規定しています。
多少の期間継続して居住し
ているものの、「住所」ほど、
その場所と人との結びつき
が密接でないものが「居所」

と捉えられているようです。

【原状、現状】
「原状」は、そのものが、

従来あった状況や状態をい
います。

アパートの退去時に、敷
金の返還をめぐって、借主
の壁や床等の損耗に対して
原状回復費用などという言
葉が使われます。これに対
し「現状」は、現在の状況
や状態をいいます。

【給与、給料（賃金）】
所得税法の給与所得では、

「給与所得とは、俸給、給料、
賃金、歳費及び賞与並びに
これらの性質を有する給与」
と記述され、「給与」と「給
料（賃金）」の使い分けをし
ています。

【みなす、推定する】
「みなす」は、ある事項と

元来性質を異にする他の事
項とを法律上同一とみる場
合に用いられ、この規定を
適用して生じた法律効果は、
これを絶対的なものとして
反証が許されません。

一方、「推定する」は、あ
る事柄について、法令の規
定していることと同一であ
るかどうか明らかでないも
のを法令が一応同一の事実
状態にあるものとして判断
し、その法律効果を発生さ
せる場合に用いられます。
「みなす」の場合と異なり、
生じた法律効果について、
同一でないという反証をあ
げれば、その法律効果は生
じないことになります。
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植物工場
〜天候に左右されない野菜づくり〜

植物工場とは、光や温度、湿度、二酸化
炭素濃度や養分、水分といった育成環境を
コントロールすることで、野菜などを計画
的に生産する水耕栽培施設のことです。大
別して、「太陽光利用型」と太陽光を使わ
ず人工照明だけで育てる「完全人工光型」
の２タイプがあります。

太陽光利用型は、いうなれば“高性能な
温室”。太陽光の利用を基本としながらも、
雨や曇天時には人工光で補い、また夏季の
高温時には温度抑制しながら栽培します。
レタスなどの葉菜類やトマト、イチゴ、バ
ラなどが栽培されています。

最近、脚光を浴びているのが、太陽光を
一切用いずに養液（窒素・リン）栽培され
る完全人工光型です。温度・湿度・光強度
など農産物の生育に最適な環境を人工的に
作り出します。このタイプには多くのメリ

ットがあります。
まず、これまでの農業につきものだった

冷夏や暖冬、台風、霜といった自然災害の
影響を受けないので“凶作”とは無縁。一
定の品質での供給が可能となり、価格も安
定します。また、土を使わないことにより
連作も可能で、レタス類なら20毛作以上で
きるといわれています。かつ、病原菌や害
虫による被害も免れるため、それらを予
防・駆除するための農薬の散布も不要。無
農薬で土の付着がないため、洗わずに、あ
るいはサッと水洗いするだけで食べること
ができるのも植物工場産の特徴です。

一方、課題もあります。第一に、このタ
イプの要である“光”にかかる費用が相当
額に上る点。第二に、高額な生産コストの
割には、栽培される野菜の種類が限られて
いる点です。現在、商品として生産されて
いるのは、リーフレタスやハーブ類が中心。
採算面が今後の大きな課題となっていま
す。

究極の地産地消、
農家レストラン

今、静かに熱いまなざしを注がれてい
るのが「農家レストラン」。地域の食材を
活かした料理を楽しめる農山漁村の直営
施設で、生産者や農林漁業者が手がけて
いるレストランのことです。

旬の味覚をとびきり新鮮なうちに調理、
しかもその土地ならではのメニューを味
わえるのはもちろん、農家や古民家、廃
校を利用した空間など、都会ではなかな
か体験できない五感で楽しめる点が魅力
のひとつです。

生産者にとっても「育てて出荷する」
だけではなく、消費者に直接おいしさを
届けられ、食文化を伝えていける大切な
場となっているようです。

また、スーパーに並んでいる野菜しか
見たことのない子どもたちへの食育にも
よさそう。土のない環境に日々暮らす人
間にとっては、行くだけで癒されます。
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